
藍住町自転車用ヘルメット購入費補助金交付事業 

 

新品のヘルメットの購入費用を一部補助することで、自転車を利用する６５歳以上の方又

は１６歳以上１８歳以下の方を対象にヘルメット着用促進を図り、交通事故防止及び交通

安全を推進することを目的としています。                       

 

 

１ 対象者 次の全てに該当する方が対象者となります。 

（１）本町の住民基本台帳に記載されている６５歳以上の方（昭和３５年４月１日より前

に生まれた方）又は１６歳以上１８歳以下の方（平成１８年４月２日から平成２１

年４月１日までに生まれた方） 

（２）藍住町暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等のいずれに

も該当しない方 

（３）新品の自転車用ヘルメットの購入費であり、過去にこの補助金の適用を受けていな 

い方※他の自治体でも同様の適用を受けていないこと 

（４）町税等に滞納がない方 

（５）自転車用ヘルメット購入後に発生した事故等について、藍住町は一切の責任を負わ

ないことについて了承いただける方 

 

２ 補助金額 

（１）対象金額の２分の１（１００円未満切捨て） 

   ※上限３，０００円 

※１人につき新品の自転車用ヘルメット１個かつ１回限り 

※補助対象は、ヘルメット代のみ 

 

３ 対象購入期間（領収日適用） 

 令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

 

４ 提出書類 

（１）補助金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

（２）誓約書兼同意書（様式第２号） 

（３）自転車用ヘルメット購入の領収書の写し 

（４）保証書又は取扱い説明書（安全基準を満たしていることが確認できるもの）の写

し、もしくは、安全認証マークを確認できるヘルメットの写真 

（ヘルメットは持参でも可） 

（５）申請者本人の振込先口座を確認できる通帳（見開き１ページ目全面）などの写し 

 ※（１）、（２）の様式は町ホームページからのダウンロード又は、建設産業課の窓口で

入手できます。 

 

 

 

 

 

 

裏面へ→ 



 

５ 補助対象ヘルメット（安全認証） 

（１）一般財団法人製品安全協会が安全基準に 

適合することを認証したＳＧマーク 

（２）公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に 

適合することを認証したＪＣＦマーク 

（３）欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合するこ 

とを承認したＣＥマーク（ＥＮ１０７８） 

  ※  ＥＮ８１２は、作業用保護帽の規格のため 

   自転車用ヘルメットの補助対象となりません。 

（４）ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合する 

ことを認証したＧＳマーク 

（５）米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合す 

ることを認証したＣＰＳＣマーク 

（６）その他、（１）から（５）までに類する認証等を 

受けたマークが付され町長が認めたもの 

 

６ 受付について 

（１）受付期間 令和７年３月３１日まで  

※土日・祝日は除きます。 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで 

（３）申請方法 受付期間内に藍住町役場２階 建設産業課へ提出又は、 

郵送してください。 

 

 

 
申請先・お問い合わせ先 

〒771-1292  藍住町奥野字矢上前５２番地１  藍住町建設産業課 

☎０８８－６３７－３１２２（受付時間 平日：午前８時３０分から午後５時まで） 

ＥＮ１０７８ 

 


